
このしおりは、これから入院生活を送られる方に、ど承知いただきた

い入院の手続きや生活のきまりとお願いをまとめてあります。入院する

方は必ずこのしおりに目をお通しください。

－モ∴－．・●∴二一㌦十

広域紋別病院は、世界医師会総会「リスボン宣言」を遵守し、患者さんの権利を守ります。

●わたくしたちは、すべての患者さんの人間性、尊厳を尊重し、すべての人に対し平等

に医療を提供いたします。

●わたくしたちは、診療行為によって知り得た患者さんのプライバシーを守秘します。

●わたくしたちは患者さんの知る権利を尊重し、あらゆる診療情報（検査方法、検査結

果、診断、治療方法、合併症・副作用など）を提供します。

●わたくしたちは、患者さんの意思を尊重して、安心・安全・確実な治療方法を決定します。

●わたくしたちは、退院後の日常生活、社会復帰に関して適切なアドバイスを提供します。

患者さんの権利

1　自由に病院を選ぶことができます。　　5　医療費の明細や公的援助に関する情報
2　病院側の十分な説明のもとに治療を受　　　を知ることができます。

けちれます。　　　　　　　　　　　　　6　治療上の秘密とプライバシーを守られ
3　いかなる時も、だれもが人格を尊重され　　　ます。

ます。
4　差別されることなく、平等に治療を受

けられます。 （世界医師会総会「リスボン宣言」による）

●当院の職員は、患者さんが一日も早く快復されるよう、最大限の努力をいたします。

また、患者さんが快適に入院生活を過ごせるよう院内ルールを設けておりますので、

ど協力をお願いします。

●当院には多くの患者さんが入院されています。他の患者さんの迷惑となる行為は差し

控えるようお願いします。

著しい迷惑行為などがあり、入院継続が困難と判断した場合は、退院していただくこ

とがあります。


